
告
　
　
示

○
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
の
発
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
河
川
砂
防
課
）

一

○
公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

二

○
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
労
働
政
策
課
）

三

○
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
平
成
十
六
年
七
月
十
一
日
執
行
の
参
議
院
香
川
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補

者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ

き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表

五

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
一
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四

号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
縦

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

（
第
九
一
八
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 91 号

平成 16 年

11月16日（火曜日）

一

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
河
川
の
名
称

二
級
河
川
鴨
部
川
水
系
鴨
部
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置

さ
ぬ
き
市
長
尾
西
字
北
原
一
九
五
三
番
二
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地
　
四
二
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

●
香
川
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願
が
あ
っ
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
詫
間
町
建
設
港
湾
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十

一
月
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日
ま
で
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
出
願
年
月
日

平
成
十
六
年
十
月
二
十
八
日

二
　
出
願
人
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事
　
真
鍋
　
武
紀

高
松
市
昭
和
町
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
楠
浜
乙
一
三
番
七
か
ら
甲
三
六
番
一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地

告

示



三
六
番
一
、
甲
三
五
番
一
、
甲
一
七
番
二
、
甲
七
番
四
、
甲
七
番
一
地
先
公
有
水
面
　

２
　
区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
Ｈ
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
Ａ
の
地
点
　
基
点
か
ら
三
四
四
度
〇
〇
分
一
九
秒
　
八
三
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点
　
Ａ
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
三
六
分
一
三
秒
　
九
九
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点
　
Ｂ
の
地
点
か
ら
一
〇
四
・
三
四
分
四
三
秒
　
一
一
一
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点
　
Ｃ
の
地
点
か
ら
八
八
度
五
六
分
一
〇
秒
　
三
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点
　
Ｄ
の
地
点
か
ら
三
五
八
度
五
六
分
一
〇
秒
　
六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ
の
地
点
　
Ｅ
の
地
点
か
ら
二
六
八
度
五
六
分
一
一
秒
　
二
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ
の
地
点
　
Ｆ
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
三
四
分
四
三
秒
　
八
九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ
の
地
点
　
Ｇ
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
三
六
分
一
二
秒
　
八
六
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積

一
四
、
五
四
四
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五
　
埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
イ
ズ
ミ
　
　
広
島
県
広
島
市
南
区
京
橋
町
二
番
二
二
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

及
び
大
字
大
浜
字
楠
浜
甲
三
六
番
一
、
甲
三
五
番
一
、
甲
一
七
番
二
地
先
公
有
水
面

２
　
区
域

次
の
地
点
の
う
ち
①
の
地
点
と
②
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
＋
三
・

八
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
②
の
地
点
か
ら
⑭
の
地
点
ま
で
を

順
次
に
結
ん
だ
線
並
び
に
①
の
地
点
と
⑭
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点
　
四
等
三
角
点
立
石
山
（
北
緯
三
四
度
一
三
分
五
一
・
〇
四
九
一
四
秒
、
東
経
一
三
三

度
三
七
分
四
三
・
七
七
七
五
九
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
四
五
度
一
八

分
一
四
秒
、
八
二
一
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点
　
①
の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
五
四
分
三
二
秒
　
一
九
一
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点
　
②
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
四
五
分
五
八
秒
　
三
二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点
　
③
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
一
六
分
三
三
秒
　
七
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点
　
④
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
五
〇
分
〇
五
秒
　
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点
　
⑤
の
地
点
か
ら
二
七
八
・
四
七
分
二
九
秒
　
一
二
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点
　
⑥
の
地
点
か
ら
二
八
三
・
三
四
分
四
二
秒
　
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点
　
⑦
の
地
点
か
ら
二
七
六
度
五
二
分
一
四
秒
　
一
九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点
　
⑧
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
三
二
分
〇
六
秒
　
一
八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点
　
⑨
の
地
点
か
ら
二
九
七
度
二
八
分
三
四
秒
　
一
八
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点
　
⑩
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
三
六
分
〇
九
秒
　
一
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点
　
⑪
の
地
点
か
ら
三
〇
七
度
五
六
分
二
一
秒
　
一
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点
　
⑫
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
〇
九
分
一
七
秒
　
一
〇
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点
　
⑬
の
地
点
か
ら
二
九
六
度
二
〇
分
一
七
秒
　
一
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積
　

一
、
〇
七
八
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
　
　

四
　
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１
　
位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
楠
浜
乙
一
三
番
七
、
乙
一
三
番
七
か
ら
甲
三
六
番
一
を
経
て
甲
七
番

一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
甲
三
六
番
一
、
甲
三
五
番
一
、
甲
一
七
番
二
、
甲
七
番
四
、
甲

七
番
三
、
甲
七
番
一
地
内
及
び
乙
一
三
番
七
か
ら
甲
三
六
番
一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
甲

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

（
第
九
一
八
五
号
）

二

公

告



２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
五
百
四
十
九
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松

赤
十
字
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
奥
映
子
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
、
平
成
十
六
年
十
一

月
五
日
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
事
　
件

平
成
十
六
年
秋
年
末
要
求
の
完
全
獲
得
を
目
的
と
す
る
本
組
合
と
そ
の
相
手
方
で
あ
る
高
松
赤
十
字

病
院
並
び
に
日
本
赤
十
字
社
に
対
す
る
争
議

二
　
日
　
時

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日
午
前
零
時
以
降
要
求
貫
徹
に
至
る
ま
で
の
期
間

三
　
場
　
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
三
号

高
松
赤
十
字
病
院
の
構
内
又
は
職
場

四
　
争
議
行
為
の
概
要

前
記
場
所
に
お
け
る
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
、
連
続
的
あ
る
い
は
断
続
的
に
す
べ
て
の
業
務
の
停

止
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
と
こ
れ
に
対
す
る
妨
害
排
除
の
為
の
一
切
の
争
議
を
単
独
又

は
併
用
し
て
行
う
。

た
だ
し
、
救
急
患
者
及
び
入
院
中
の
重
傷
患
者
の
た
め
の
保
安
の
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
保
安
要
員

若
干
名
を
除
く
。

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
飯
山
町
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土

地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
事
業
）
下
新
開
地
区
）
の
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

（
第
九
一
八
五
号
）

三

ゆ
め
タ
ウ
ン
高
松
　
　
高
松
市
上
天
神
町
高
田
三
一
四
番
一
ほ
か

３
　
変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
新
た
に
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
ム
ラ
サ
キ
ス
ポ
ー
ツ
　
　
東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
一
四
番
五
号

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

５
　
変
更
理
由

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
入
店
が
あ
っ
た
た
め

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
七
年
三
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提

出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

（
第
九
一
八
五
号
）

四

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
三
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

名
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　
　
指
定
年
月
日

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
き
や
ま
　
坂
出
市
川
津
町
一
九
八
六
―
八
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県

三
郎
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退

任

年

月

日

種
　
類

理
　
事
　
佐
藤
　
　
裕
　
高
松
市
三
谷
町
二
一
六
八
番
地
五
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
六
、
一
〇
、
二
二

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六

年
七
月
十
一
日
執
行
の
参
議
院
香
川
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る

収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

円
　
　
人
　
件
　
費
　
　
　
　
　
　
　

2,246,976

（
職
業
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費
　
　
　
　
　
　
　

3,889,000

選
挙
事
務
所
費
　
　
　
　

3,889,000

集
合
会
場
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

通
　
信
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

997,134

交
　
通
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

45,690

印
　
刷
　
費
　
　
　
　
　
　
　

3,786,230

広
　
告
　
費
　
　
　
　
　
　
　

2,027,988

文
　
具
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

506,367

食
　
糧
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

765,000

そ
の
他
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
休
　
泊
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

104,910

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
雑
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　

2,883,542

今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

17,252,837

前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

24,818,000
前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

7,620,915

総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

24,818,000
総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

24,873,752

報
告
書
受
理
年
月
日
　
　
　
平
成
16年
11月

2
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
2
回
報
告
分

6
月
1
日
か
ら

期
間
　
　
　
　
　
　
　
第
2
回
分

8
月
25日
ま
で

氏
　
名

団
体
名

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
平
成
16年

7
月
11日
執
行
　
参
議
院
香
川
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

34,573,700円

３
　
報
告
書
の
要
旨

自
　
由

候
補
者
氏
名
　
山
　
内
　
俊
　
夫
　
所
属
党
派
民
主
党

出
納
責
任
者
戸
　
倉
　
正
　
詞

氏
　
　
　
名

収
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
出

主
た
る
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

監
査
委
員
公
表



●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
３５
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
16年
11月
16日

香
川
県
監
査
委
員
　
鎌
　
田
　
守
　
恭

同
　
　
　
　
名
　
和
　
基
　
延

同
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
広
　
瀬
　
員
　
義

１
　
監
査
対
象
部
局
　
　
　
総
務
部

２
　
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
１５
年
度

３
　
監
査
の
概
要

監
　
査
　
結
　
果
（
対
　
象
　
機
　
関
）

措
　
置
　
の
　
状
　
況
　
　
　
　

指
導
注
意
事
項
　
ア
　
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
当
た
り
、
平
成
16年
10月
分
の
給
与
支
給
に
際

支
給
割
合
を
誤
っ
て
い
る
の
で
、
正
　
し
処
理
済
み
で
あ
る
。
（
総
務
学
事
課
）

当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
又
は
　
　
超
過
勤
務
手
当
の
精
査
を
行
い
、
平

追
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
総
務
学
　
成
16年

3
月
の
給
与
支
給
時
に
正
当
額

事
課
、
消
防
学
校
、
中
讃
県
税
事
務
　
と
の
差
額
分
を
追
給
し
た
。
（
消
防
学

所
）

校
）制
度
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た

め
支
給
を
誤
っ
て
い
た
。
今
回
の
指
導

を
受
け
、
15年
度
分
の
超
過
勤
務
手
当

を
全
て
精
査
し
、
平
成
16年

3
月
分
の

給
与
支
給
に
際
し
調
整
、
正
当
額
と
の

差
額
分
を
返
納
さ
せ
た
。
（
中
讃
県
税

事
務
所
）

イ
　
委
託
業
務
の
契
約
期
間
に
つ
い
て

本
館
の
消
防
設
備
、
自
動
火
災
報
　
　
来
年
度
（
平
成
17年
度
）
か
ら
年
度

知
設
備
保
守
点
検
業
務
に
か
か
る
委
　
当
初
に
契
約
す
る
。

託
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
内
容
は
年

度
当
初
に
契
約
す
べ
き
も
の
で
あ
り

な
が
ら
年
度
当
初
か
ら
約
2
か
月
経

過
し
て
契
約
し
て
い
た
。
（
総
務
学

事
課
）

ウ
　
自
主
検
査
の
実
施
に
つ
い
て

課
の
長
に
よ
る
会
計
事
務
の
自
主
　
　
今
後
は
、
会
計
規
則
の
規
定
を
遵
守

検
査
が
規
則
で
定
め
る
年
2
回
以
上
　
し
年
2
回
以
上
、
自
主
検
査
を
実
施
す

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
（
統
計
調
　
る
。

査
課
）

エ
　
報
酬
の
支
給
に
つ
い
て

嘱
託
職
員
の
報
酬
の
支
給
に
当
た
　
　
平
成
16年

4
月
30日
に
返
納
さ
せ
る

り
日
割
り
に
よ
る
計
算
方
法
を
誤
っ
　
と
と
も
に
、
5
月
17日
に
追
給
を
行
っ

て
算
定
し
て
い
る
の
で
、
正
当
額
と
　
た
。

の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
又
は
追
給
す

る
必
要
が
あ
る
。
（
国
際
課
）

検
討
指
示
事
項
　
　
県
税
の
収
入
未
済
額
に
つ
い
て

県
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
個
人
県
　
　
県
税
の
徴
収
確
保
に
つ
い
て
は
、
全

民
税
対
策
と
し
て
実
施
し
た
直
接
徴
収
　
所
全
課
体
制
で
の
電
話
催
告
・
臨
戸
徴

を
は
じ
め
、
自
動
車
税
の
滞
納
者
に
対
　
収
を
は
じ
め
、
滞
納
処
分
の
捜
索
な
ど

す
る
差
押
、
悪
質
滞
納
者
に
対
す
る
捜
　
に
よ
る
差
押
の
強
化
や
夜
間
・
休
日
の

索
に
よ
る
財
産
調
査
・
差
押
な
ど
積
極
　
納
税
窓
口
の
開
設
な
ど
徴
収
対
策
の
一

的
な
徴
収
に
努
め
て
い
る
が
、
依
然
と
　
層
の
充
実
と
強
化
を
図
っ
て
い
る
。

し
て
多
額
の
収
入
未
済
額
が
あ
り
、
引
　
　
平
成
16年
度
か
ら
は
、
東
讃
及
び
中

き
続
き
効
果
的
な
徴
収
確
保
対
策
を
講
　
讃
県
税
事
務
所
に
お
い
て
、
「
初
動
班
」

じ
る
必
要
が
あ
る
。
（
税
務
課
）

や
「
滞
納
整
理
班
」
を
設
置
し
、
効
率

的
な
滞
納
整
理
を
行
う
と
と
も
に
、
個

人
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
県
の
直
接
徴

収
の
強
化
や
県
税
職
員
の
市
町
へ
の
併

任
制
度
を
創
設
す
る
な
ど
、
今
後
と
も

さ
ま
ざ
ま
な
徴
収
確
保
対
策
を
講
じ
て

い
き
た
い
。

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

（
第
九
一
八
五
号
）

五



平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日

（
第
九
一
八
五
号
）

六

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


